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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 11月 26日 (2004.11.26)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　

す る こ と
を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

通 信 回 線 を 介 し て 受 信 し た 発 信 者 電 話 番 号 を 複 数 記 憶 す る 発 信 者 電 話 番 号 記 憶 手 段 と 、
登 録 名 を 入 力 す る キ ー 操 作 手 段 と 、 受 信 し た 発 信 者 電 話 番 号 と 該 電 話 番 号 に 対 応 し た 登 録
名 が 登 録 さ れ る 電 話 帳 手 段 と 、 前 記 発 信 者 電 話 番 号 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 複 数 の 発 信 者 電
話 番 号 の う ち 、 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る 発 信 者 電 話 番 号 を 選 択 す る 発 信 者 電 話 番 号 選 択
手 段 と 、 前 記 発 信 者 電 話 番 号 選 択 手 段 に よ っ て 選 択 さ れ た 発 信 者 電 話 番 号 と 前 記 キ ー 操 作
手 段 に よ っ て 入 力 さ れ た 登 録 名 と を 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る 制 御 手 段 、 と を 有

　 基 地 局 か ら の 呼 び 出 し 信 号 が 検 出 さ れ た 場 合 に 呼 び 出 し を 知 ら せ る 鳴 動 手 段 と 、 基 地 局
か ら 受 信 し た 発 信 者 電 話 番 号 を 複 数 記 憶 す る 発 信 者 電 話 番 号 記 憶 手 段 と 、 登 録 名 を 入 力 す
る キ ー 操 作 手 段 と 、 受 信 し た 発 信 者 電 話 番 号 と 該 電 話 番 号 に 対 応 し た 登 録 名 が 登 録 さ れ る
電 話 帳 手 段 と 、 前 記 発 信 者 電 話 番 号 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 複 数 の 発 信 者 電 話 番 号 の う ち 、
前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る 発 信 者 電 話 番 号 を 選 択 す る 発 信 者 電 話 番 号 選 択 手 段 と 、 前 記 発
信 者 電 話 番 号 選 択 手 段 に よ っ て 選 択 さ れ た 発 信 者 電 話 番 号 と 前 記 キ ー 操 作 手 段 に よ っ て 入
力 さ れ た 登 録 名 と を 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る 制 御 手 段 、 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 通
信 装 置 。

　 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 さ れ た 電 話 番 号 を 選 択 し て 発 呼 す る 発 呼 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ま た は ２ の い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 。

　 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 か ら な る こ と を 特 徴 と す る 電 話 機 。

　 通 信 回 線 を 介 し て 受 信 し た 発 信 者 電 話 番 号 を 発 信 者 電 話 番 号 記 憶 手 段 に 複 数 記 憶 す る ス
テ ッ プ と 、 前 記 発 信 者 電 話 番 号 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 複 数 の 発 信 者 電 話 番 号 の う ち 、 電 話



【 請 求 項 ６ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 通 信 装 置
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 通 信 装 置 、 よ り 詳 細 に は 、 発 信 者 側 が 送 信 し た 発 信 者
側 の 電 話 番 号 を 受 信 し 、 そ の 電 話 番 号 を 記 憶 す る こ と が 可 能 な 通 信 装 置

に 関 し 、 携 帯 電 話 や Ｐ Ｈ Ｓ に 応 用 可 能 な 通 信 装 置 に 関 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 は 、 上 述 の よ う な 実 情 を 考 慮 し て な さ れ た も の で 、 電 話 番 号 の 電 話 帳 へ の 登 録 を
、 簡 単 な 操 作 に よ り 、 し か も 、 正 確 に 行 う こ と が 可 能 な 通 信 装 置 を
提 供 す る こ と を 目 的 と し て な さ れ た も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 請 求 項 １ の 発 明 は 、

す る こ と を 特 徴 と
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帳 手 段 に 登 録 す る 発 信 者 電 話 番 号 を 選 択 す る ス テ ッ プ と 、 該 選 択 さ れ た 発 信 者 電 話 番 号 と
キ ー 操 作 に よ り 入 力 さ れ た 登 録 名 と を 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る ス テ ッ プ 、 と を 有 す る こ
と を 特 徴 と す る 通 信 方 法 。

　 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 さ れ た 電 話 番 号 を 選 択 し て 発 呼 す る ス テ ッ プ を 有 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 通 信 方 法 。

、 電 話 機 及 び 通 信 方 法

電 話 機 及 び 通 信 方 法 、
、 電 話 機 及 び 通 信

方 法 、 電 話 機 及 び 通 信 方 法

、 電 話 機 及 び 通 信 方 法

通 信 回 線 を 介 し て 受 信 し た 発 信 者 電 話 番 号 を 複 数 記 憶 す る 発 信 者 電
話 番 号 記 憶 手 段 と 、 登 録 名 を 入 力 す る キ ー 操 作 手 段 と 、 受 信 し た 発 信 者 電 話 番 号 と 該 電 話
番 号 に 対 応 し た 登 録 名 が 登 録 さ れ る 電 話 帳 手 段 と 、 前 記 発 信 者 電 話 番 号 記 憶 手 段 に 記 憶 さ
れ た 複 数 の 発 信 者 電 話 番 号 の う ち 、 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る 発 信 者 電 話 番 号 を 選 択 す る
発 信 者 電 話 番 号 選 択 手 段 と 、 前 記 発 信 者 電 話 番 号 選 択 手 段 に よ っ て 選 択 さ れ た 発 信 者 電 話
番 号 と 前 記 キ ー 操 作 手 段 に よ っ て 入 力 さ れ た 登 録 名 と を 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る 制 御 手
段 、 と を 有 し 、
　 請 求 項 ２ の 発 明 は 、 基 地 局 か ら の 呼 び 出 し 信 号 が 検 出 さ れ た 場 合 に 呼 び 出 し を 知 ら せ る
鳴 動 手 段 と 、 基 地 局 か ら 受 信 し た 発 信 者 電 話 番 号 を 複 数 記 憶 す る 発 信 者 電 話 番 号 記 憶 手 段
と 、 登 録 名 を 入 力 す る キ ー 操 作 手 段 と 、 受 信 し た 発 信 者 電 話 番 号 と 該 電 話 番 号 に 対 応 し た
登 録 名 が 登 録 さ れ る 電 話 帳 手 段 と 、 前 記 発 信 者 電 話 番 号 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 複 数 の 発 信
者 電 話 番 号 の う ち 、 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る 発 信 者 電 話 番 号 を 選 択 す る 発 信 者 電 話 番 号
選 択 手 段 と 、 前 記 発 信 者 電 話 番 号 選 択 手 段 に よ っ て 選 択 さ れ た 発 信 者 電 話 番 号 と 前 記 キ ー
操 作 手 段 に よ っ て 入 力 さ れ た 登 録 名 と を 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る 制 御 手 段 、 と を 有 す る



　

　

　

　

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 発 明 は 、

受 信
し て 一 時 的 に 記 憶 し た 発 信 者 側 の 電 話 番 号 を 、 所 定 の 単 一 の 操 作 に よ っ て 前 記 電 話 帳 メ モ
リ 手 段 に 転 送 し て 記 憶 す る と と も に 、 該 電 話 番 号 に 対 応 し た 任 意 の 登 録 名 を 、 所 定 の 単 一
の 操 作 に よ っ て 登 録 し 、 該 登 録 し た 電 話 番 号 を 、 所 定 の 単 一 の 操 作 に よ っ て 選 択 し て 発 呼
す る こ と で 簡 単 な 操 作 で 、 し か も 、 正 確 に 電 話 番 号 の 登 録 を す る こ と が で き る 。
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こ と を 特 徴 と し 、
請 求 項 ３ の 発 明 は 、 請 求 項 １ ま た は ２ の い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 に お い て 、 前 記 電 話

帳 手 段 に 登 録 さ れ た 電 話 番 号 を 選 択 し て 発 呼 す る 発 呼 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と し 、
請 求 項 ４ の 発 明 は 、 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 か ら な る 電 話 機 で あ る

こ と を 特 徴 と し 、
請 求 項 ５ の 発 明 は 、 通 信 回 線 を 介 し て 受 信 し た 発 信 者 電 話 番 号 を 発 信 者 電 話 番 号 記 憶 手

段 に 複 数 記 憶 す る ス テ ッ プ と 、 前 記 発 信 者 電 話 番 号 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 複 数 の 発 信 者 電
話 番 号 の う ち 、 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る 発 信 者 電 話 番 号 を 選 択 す る ス テ ッ プ と 、 該 選 択 さ れ
た 発 信 者 電 話 番 号 と キ ー 操 作 に よ り 入 力 さ れ た 登 録 名 と を 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る ス テ
ッ プ 、 と を 有 す る 通 信 方 法 で あ る こ と を 特 徴 と し 、

請 求 項 ６ の 発 明 は 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 通 信 方 法 に お い て 、 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 さ れ た
電 話 番 号 を 選 択 し て 発 呼 す る ス テ ッ プ を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。

本 通 信 回 線 を 介 し て 受 信 し た 発 信 者 電 話 番 号 を 複 数 記 憶 す る 発 信 者 電 話 番 号 記
憶 手 段 と 、 登 録 名 を 入 力 す る キ ー 操 作 手 段 と 、 受 信 し た 発 信 者 電 話 番 号 と 該 電 話 番 号 に 対
応 し た 登 録 名 が 登 録 さ れ る 電 話 帳 手 段 と 、 前 記 発 信 者 電 話 番 号 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 複 数
の 発 信 者 電 話 番 号 の う ち 、 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る 発 信 者 電 話 番 号 を 選 択 す る 発 信 者 電
話 番 号 選 択 手 段 と 、 前 記 発 信 者 電 話 番 号 選 択 手 段 に よ っ て 選 択 さ れ た 発 信 者 電 話 番 号 と 前
記 キ ー 操 作 手 段 に よ っ て 入 力 さ れ た 登 録 名 と を 前 記 電 話 帳 手 段 に 登 録 す る 制 御 手 段 、 と を
有 す る 通 信 装 置 、 及 び 該 通 信 装 置 を 基 本 構 成 と す る 電 話 機 及 び 通 信 方 法 で あ る の で 、

き 、
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